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第１条～第８条 （略） 

 

 

附 則 

この要領は，平成２４年４月 1 日から施行する。 

 

 

別表１（第３条関係） 

 

  委員会の構成 

    

委員長 
都市政策部 

技術管理センター 
技術管理課長 

副委員長 環境部 環境対策課長 

委 員 

（５名） 

都市政策部 都市計画課長 

建築部 住環境政策課長

農林水産部 農村整備課長 

土木部 土木総務課長 

下水道部 下水道計画課長

事務局 

環境部 環境対策課職員

都市政策部 

技術管理センター 
技術管理課職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第８条 （略） 

附 則 

この要領は，平成２１年４月３０日から施行する。 

 

 

 

 

別表１（第３条関係） 

 

  委員会の構成 

   

委員長 土木部 技術管理課長 

副委員長 環境部 環境対策課長 

委 員 

（５名） 

都市政策部 都市計画課長 

建築部 住環境政策課長 

農林水産部 農村整備課長 

土木部 土木総務課長 

下水道部 下水道計画課長 

事務局 

環境部 環境対策課職員 

土木部 技術管理課職員 
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別表 2（第 6 条関係） 

 作業部会    

建築・設備 

工事部会 

（４名） 

建築部 

住環境政策課長補佐 

公共建築第１課長補佐 

公共建築第２課長補佐 

教育委員会 施設課長補佐 

土木工事部会 

（１４名） 

 

 

農林水産部 農村整備課長補佐 

土木部 

土木総務課長補佐 

東部地域土木事務所  

建設課長補佐 

西部地域土木事務所  

建設課長補佐 

下水道部 

下水道計画課長補佐 

東部地域下水道事務所 

次長補佐 

西部地域下水道事務所 

次長補佐 

下水道管理センター  

施設管理課長補佐 

北区役所 

建設課長補佐 

下水道課長補佐 

秋葉区役所 建設課長補佐 

南区役所 

建設課長補佐 

下水道課長補佐 

事務局 

環境部 環境対策課職員 

都市政策部 

 

都市計画課職員 

技術管理センター 

工事検査課職員 

技術管理センター 

技術管理課職員 
 

別表 2（第 6 条関係） 

 作業部会 

建築・設備 

工事部会 

（４名） 

建築部 

住環境政策課長補佐 

公共建築第１課長補佐 

公共建築第２課長補佐 

教育委員会 施設課長補佐 

土木工事部会 

（１４名） 

農林水産部 農村整備課長補佐 

土木部 

土木総務課長補佐 

東部地域土木事務所  

建設課長補佐 

西部地域土木事務所  

建設課長補佐 

下水道部 

下水道計画課長補佐 

東部地域下水道事務所 

次長補佐 

西部地域下水道事務所 

次長補佐 

下水道管理センター  

施設管理課長補佐 

北区役所 

建設課長補佐 

下水道課長補佐 

秋葉区役所 建設課長補佐 

南区役所 

建設課長補佐 

下水道課長補佐 

事務局 

環境部 環境対策課職員 

都市政策部 都市計画課職員 

財務部 工事検査センター職員 

土木部 技術管理課職員 
 

 


